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(証券コード 9009)
2023年６月７日

株　主　各　位
千葉県市川市八幡三丁目３番１号

代表取締役社長　小 林 敏 也

第180期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第180期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第180期定時株主総会
招集ご通知」及び「第180期定時株主総会資料（交付書面非記載事項）」として掲載しておりますので、
以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト
https://www.keisei.co.jp/keisei/ir/stock/stockmeeting.html

　電子提供措置事項は、株式会社プロネクサスのウェブサイトにも掲載しております。以下の株式会
社プロネクサスのウェブサイトにアクセスのうえ、電子提供措置事項をご参照ください。

株式会社プロネクサスウェブサイト
https://d.sokai.jp/9009/teiji/

　上記に加え、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。以下の東京証券取引所ウェブサ
イト「東証上場会社情報サービス」にアクセスのうえ、銘柄名（京成電鉄）又は証券コード（9009）
を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄の情報をご参照ください。

東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、３ページ及び４ページ記載の「議
決権行使のご案内」をご参照のうえ、2023年６月28日（水曜日）午後６時までに議決権を行使して
くださいますようお願い申しあげます。
 敬　具
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記
１．日　　時 2023年６月29日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場　　所 千葉県千葉市中央区本千葉町15番１号

京成ホテルミラマーレ　６階「ローズルーム」
（末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．会 議 の
目的事項

報告事項
　１．  第180期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに

会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　２．  第180期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
　第１号議案　第180期剰余金処分の件
　第２号議案　取締役15名選任の件
　第３号議案　監査役１名選任の件
　第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

４．招 集 に
あたって
の 決 定
事 項 　

（１）	議決権行使書用紙において、各議案に賛否のご表示がない場合の取り扱い
　議決権行使書用紙において、各議案に賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示がな
されたものとして取り扱わせていただきます。

（２）	複数回にわたり議決権を行使された場合の取り扱い
　書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使の内容を有効とさせていただきますのでご了承ください。
　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内
容を有効とさせていただきます。

（３）	代理人による議決権行使
　株主総会にご出席されない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会
にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。

以　上
■  本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を送付して

います。ただし、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第15条の規定に基づ
き、本株主総会招集ご通知には記載しておりません。

　　①　  事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」
　　②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　  　なお、監査役・会計監査人が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、本株主総会招集ご通知に記載

の各書類のほか、上記①、②及び③の事項であります。
■  電子提供措置事項を修正する必要が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項を前記のインターネット上

の各ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。

　
当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出願います。また、この「招集ご通知」
をお持ちくださいますようお願い申しあげます。



－ 3 －

議案
第１号

第３号

原案に対する賛否

但し を除く

賛 　　否

第４号 賛 　　否
賛 　　否

議 　 決 　 権 　 の 　 数 個

議 決 権 行 使 書
御中

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

１.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
２.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
３.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

お　願　い

議　決　権　の　数株　主　総　会　日

基準日現在のご所有株式数

議決権の数は１単元ごとに１個となります。
個

株

年　　月　　日

京成電鉄株式会社

京成電鉄株式会社

年　　月　　日

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

賛 　　否第２号

議決権行使のご案内
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申しあげます。
議決権行使には以下の３つの方法がございます。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに、各議案の賛否をご表示ください。

インターネットによる議決権行使

次ページの「インターネットによる議決
権行使のご案内」に従って、賛否をご入
力ください。

詳細は次ページをご覧ください。

株主総会への出席による
議決権行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

株主総会開催日時
2023年６月29日（木）

午前10時（受付開始：午前９時）

行使期限
2023年６月28日（水）
午後６時到着分まで

行使期限
2023年６月28日（水）
午後６時まで

書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

【第１、３、４号議案】
賛成の場合：「賛」の欄に○印
否認の場合：「否」の欄に○印

【第２号議案】
全員賛成の場合：「賛」の欄に○印
全員否認の場合：「否」の欄に○印
一部の候補者を否認する場合：

「賛」の欄に○印をご表示のう
え、否認する候補者の番号を
ご記入ください。

インターネットによる議決権行使に必要とな
るQRコード及び「ログインID」・「仮パスワー
ド」が記載されています。
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインID及び仮パスワードを入力することなく、
議決権行使サイトにログインすることができます。

４.

https://evote.tr.mufg.jp/

ご注意事項
・毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止いたします。
・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。
・インターネットのご利用環境によっては、議決権行使サイトをご利用いただけない場合がございます。詳細につきましては、下記ヘルプデスク
にお問い合わせください。

インターネットによる
議決権行使に関する
お問い合わせ先(ヘルプデスク)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことが可能です。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

0120-173-027　（受付時間　午前９時から午後９時まで、通話料無料）

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使
サイト

２.
以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

３.
仮パスワードによるロ
グインの際には、自動
的にパスワード変更お
手続き画面になります
ので、株主様ご指定に
よる任意のパスワード
に変更してください。

１.
議決権行使サイトにア
クセスしてください。

２.
議決権行使書用紙右下
に記載された「ログイ
ンID」及び「仮パスワー
ド」をご入力ください。

１.
お手持ちのスマートフォン等にて、議決
権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議案
第１号

第３号

原案に対する賛否

但し を除く

賛 　　否

第４号 賛 　　否
賛 　　否

議 　 決 　 権 　 の 　 数 個

議 決 権 行 使 書
御中

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

１.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
２.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
３.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

お　願　い

議　決　権　の　数株　主　総　会　日

基準日現在のご所有株式数

議決権の数は１単元ごとに１個となります。
個

株

年　　月　　日

京成電鉄株式会社

京成電鉄株式会社

年　　月　　日

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

賛 　　否第２号

見本
「次の画面へ」をクリック

ログインID、仮パスワードを入力し、
「ログイン」をクリック

新しいパスワードを入力し、
「送信」をクリック
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株 主 総 会 参 考 書 類

議案及び参考事項

第１号議案 第180期剰余金処分の件
　当社は、今後の事業展開と経営基盤の強化安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案し
ながら、株主の皆様に安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。 
　当期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

（１）	配当財産の種類
　　金銭

（２）	株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金11円50銭
　　総額1,942,673,219円

　なお、中間配当金として８円50銭をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき20
円となります。

（３）	剰余金の配当が効力を生じる日
　　2023年６月30日
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第２号議案 取締役15名選任の件
　取締役全員12名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経
営体制の強化を図るため取締役３名を増員することとし、取締役15名の選任をお願いいたしたいと
存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番　号 氏　　　　　名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席回数
１ 再任 小

こ

　林
ばやし

　敏
とし

　也
や

  男性 代表取締役社長 社長執行役員 ９回/９回

２ 再任 天
あま

　野
の

　貴
たか

　夫
お

  男性
代表取締役 専務執行役員
内部監査・総務・人事担当
開発本部長

９回/９回

３ 再任 田
た

　中
なか

　亜
つぐ

　夫
お

  男性 取締役 常務執行役員 
鉄道本部長 ９回/９回

４ 再任 金
かね

　子
こ

　庄
しょう

　吉
きち

  男性 取締役 常務執行役員 
経理担当 ９回/９回

５ 再任 山
やま

　田
だ

　耕
こう

　司
じ

  男性 取締役 執行役員 
グループ戦略担当 ９回/９回

６ 再任 持
もち

　永
なが

　秀
ひで

　毅
き

  男性 取締役 執行役員 鉄道副本部長兼 
鉄道本部安全推進部長 ９回/９回

７ 再任 岡
おか

　　　匡
ただ

　一
かず

  男性   取締役 執行役員 経営統括担当 ７回/７回

８ 再任 清
し

　水
みず

　健
たけ

　司
し

  男性   取締役 執行役員 開発副本部長 ７回/７回

９ 再任 古
ふる

　川
かわ

　康
やす

　信
のぶ

  男性  社外  独立役員 取締役 ９回/９回

10 再任 栃
とち

　木
ぎ

　庄
しょう

太
た

郎
ろう

  男性  社外  独立役員 取締役 ９回/９回

11 再任 菊
きく

　池
ち

　　　節
みさお

  女性  社外  独立役員 取締役 ８回/９回

12 再任 芦
あし

　崎
ざき

　武
たけ

　志
し

  男性  社外  独立役員 取締役 ７回/７回

13 新任 延
えん

　命
めい

　　　誠
まこと

  男性 執行役員 鉄道本部運輸部長 ―

14 新任 網
あみ

　谷
たに

　多
た か こ

加子  女性  社外  独立役員 ― ―

15 新任 田
た

　口
ぐち

　和
かず

　己
み

  男性   ― ―

（注）  　取締役候補者岡　匡一、清水健司、芦崎武志の各氏の取締役会出席回数は、2022年６月29日の就任以降に開催された取締役会のみを対
象としております。



－ 7 －

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

小
こ

　林
ばやし

　敏
とし

　也
や

（1959年７月30日生）
再任  男性

1982年４月 当社入社
2006年７月 当社グループ戦略部長
2008年６月 当社鉄道本部計画管理部長
2010年６月 当社取締役開発事業部長
2013年６月 当社常務取締役開発担当
2013年10月 当社常務取締役開発担当
 兼株式会社京成保険コンサルティング取締役社長
2015年６月 当社代表取締役専務取締役開発担当
2016年６月 当社代表取締役専務取締役経理・開発担当
2017年６月 当社代表取締役社長
2021年10月 当社代表取締役社長 社長執行役員
 現在に至る
重要な兼職の状況

新京成電鉄株式会社取締役

52,156株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、当社の様々な事業部門での業務執行を経験した後、現在は代表取締役社長 社長執行役員として
強力なリーダーシップを発揮し、当社グループ全体の経営を統括しております。今後もこれまでの豊富な経
験と実績をもとに、当社グループの事業発展や中長期的な企業価値向上に貢献すると考えられることから、
引き続き取締役候補者といたしました。

２

天
あま

　野
の

　貴
たか

　夫
お

（1965年９月21日生）
再任  男性

1988年４月 当社入社
2011年７月 当社鉄道本部運輸部長
2015年６月 当社取締役
2016年６月 当社取締役兼京成建設株式会社取締役社長
2018年６月 当社常務取締役総務人事担当
2018年11月 当社常務取締役総務人事担当
 兼株式会社京成ドライビングスクール取締役社長
2020年６月 当社常務取締役内部監査・総務・人事担当
2021年６月 当社代表取締役専務取締役
 内部監査・総務・人事担当
2021年10月 当社代表取締役 専務執行役員
 内部監査・総務・人事担当
2022年６月 当社代表取締役 専務執行役員
 内部監査・総務・人事担当 開発本部長
 現在に至る
重要な兼職の状況

新京成電鉄株式会社監査役

19,256株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、入社以来長年にわたり鉄道部門等に携わり、現在は代表取締役 専務執行役員として内部監査・
総務・人事・開発部門を担っております。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や
中長期的な企業価値向上に貢献すると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。



－ 8 －

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

３

田
た

　中
なか

　亜
つぐ

　夫
お

（1965年８月29日生）
再任  男性

1989年４月 当社入社
2013年７月 当社鉄道本部車両部長
2015年６月 当社鉄道本部車両部長
 兼京成車両工業株式会社取締役社長
2018年６月 当社取締役鉄道副本部長
 兼鉄道本部計画管理部長兼鉄道本部車両部長
2018年７月 当社取締役鉄道副本部長兼鉄道本部車両部長
2019年７月 当社取締役鉄道副本部長
 兼鉄道本部安全推進部長
2021年６月 当社常務取締役鉄道本部長
2021年10月 当社取締役 常務執行役員 鉄道本部長
 現在に至る
重要な兼職の状況

千葉ニュータウン鉄道株式会社取締役社長

13,200株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、入社以来長年にわたり鉄道部門に携わり、現在は取締役 常務執行役員として鉄道部門を担って
おります。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に貢献
すると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。

４

金
かね

　子
こ

　庄
しょう

　吉
きち

（1967年２月17日生）
再任  男性

1990年４月 当社入社
2013年７月 当社鉄道本部計画管理部長
2017年６月 当社内部監査部長兼経営統括部長
2018年６月 当社取締役内部監査部長兼経営統括部長
2019年６月 当社取締役内部監査・経営統括・
 グループ戦略担当
2020年６月 当社取締役経営統括・グループ戦略担当
2021年６月 当社常務取締役経営統括担当
2021年10月 当社取締役 常務執行役員 経営統括担当
2022年６月　当社取締役 常務執行役員 経理担当
 現在に至る
重要な兼職の状況

新京成電鉄株式会社監査役
京成タクシーホールディングス株式会社取締役社長
一般社団法人千葉県タクシー協会会長
一般社団法人千葉県経済協議会会長

12,656株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、入社以来経理部門及び鉄道部門等に携わり、現在は取締役 常務執行役員として経理部門を担っ
ております。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に貢
献すると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。



－ 9 －

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

５

山
やま

　田
だ

　耕
こう

　司
じ

（1968年１月27日生）
再任  男性

1991年４月 当社入社
2015年７月 当社総務人事部付部長
 兼京成トラベルサービス株式会社取締役社長
2018年４月 当社総務人事部付部長
 兼船橋交通株式会社取締役社長
2018年６月 当社取締役兼船橋交通株式会社取締役社長
2019年３月 京成タクシーホールディングス株式会社取締役社長
2021年６月 当社取締役グループ戦略担当
2021年10月 当社取締役 執行役員 グループ戦略担当
 現在に至る
重要な兼職の状況

新京成電鉄株式会社取締役

13,500株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、入社以来総務・人事部門及びグループタクシー事業等に携わり、現在は取締役 執行役員として
グループ戦略部門を担っております。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長
期的な企業価値向上に貢献すると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。

６

持
もち

　永
なが

　秀
ひで

　毅
き

（1962年３月６日生）
再任  男性

2016年６月 国土交通省関東運輸局長
2018年２月 日通商事株式会社顧問
2018年８月 山万株式会社顧問
2021年６月 当社取締役鉄道副本部長
 兼鉄道本部安全推進部長
2021年10月 当社取締役 執行役員 鉄道副本部長
 兼鉄道本部安全推進部長
 現在に至る
重要な兼職の状況

日暮里駅整備株式会社専務取締役

3,900株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、長年にわたる官庁での勤務経験を有しており、現在は取締役 執行役員として鉄道部門を担って
おります。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に貢献
すると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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の 株 式 の 数

７

岡
おか

　　　匡
ただ

　一
かず

（1967年２月７日生）
再任  男性

2015年１月 株式会社みずほ銀行営業第九部副部長
2016年４月 みずほ証券株式会社企画グループ
 コーポレート・コミュニケーション部長
2019年５月 当社内部監査部部長兼経営統括部部長
2019年６月 当社内部監査部長兼経営統括部長
2020年７月 当社経営統括部長
2021年10月 当社執行役員 経営統括部長
2022年６月 当社取締役 執行役員 経営統括担当
 現在に至る

3,100株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験を有し、現在は取締役 執行役員として経営統括部門を担っ
ております。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に貢
献すると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。

８

清
し

　水
みず

　健
たけ

　司
し

（1967年10月７日生）
再任  男性

1990年４月 当社入社
2013年７月 当社開発事業部長
2016年６月 当社開発事業部長兼京成不動産株式会社取締役社長
2018年６月 当社開発事業部長兼京成バラ園芸株式会社取締役社長
2021年10月 当社執行役員 開発本部住宅事業部長
 兼賃貸事業部長
2022年６月 当社取締役 執行役員 開発副本部長
 現在に至る

10,200株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、入社以来長年にわたり開発部門等に携わり、現在は取締役 執行役員として開発部門を担ってお
ります。今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に貢献す
ると考えられることから、引き続き取締役候補者といたしました。

９

古
ふる

　川
かわ

　康
やす

　信
のぶ

（1953年10月11日生）
再任  社外
独立役員  男性

1980年９月 公認会計士登録
2010年８月 新日本有限責任監査法人経営専務理事
2012年８月 同監査法人シニア・アドバイザー
2014年６月 当社取締役
 現在に至る
2015年６月 日本精工株式会社社外取締役
重要な兼職の状況

株式会社リコー社外監査役

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　同氏は、経歴のとおり公認会計士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、企業経営にも多くの立場で
関与しております。今後もこのような経験及び見識を活かして、社外取締役として、当社の業務執行に対す
る監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。



－ 11 －

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

10

栃
とち

　木
ぎ

　庄
しょう

太
た

郎
ろう

（1946年11月11日生）
再任  社外
独立役員  男性

1973年４月 検事任官
2007年７月 福岡高等検察庁検事長
2009年４月 公益財団法人国際研修協力機構理事長
2009年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
 栃木法律事務所開設
 同事務所弁護士
 現在に至る
2018年６月 当社取締役
 現在に至る
重要な兼職の状況

弁護士
株式会社みずほ銀行社外取締役監査等委員

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　同氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、法曹界における豊富な経験及び幅広い見識
を有しております。今後もこのような経験及び見識を活かして、社外取締役として、当社の業務執行に対す
る監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

11

菊
きく

　池
ち

　　　節
みさお

（1950年４月９日生）
再任  社外
独立役員  女性

2016年６月 パウダーテック株式会社取締役会長
 現在に至る
2016年９月 株式会社南悠商社取締役社長
 現在に至る
2016年10月 京葉瓦斯株式会社取締役会長
 現在に至る
2020年３月 Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社
 社外取締役
 現在に至る
2020年６月 当社取締役
 現在に至る
重要な兼職の状況

パウダーテック株式会社取締役会長
株式会社南悠商社取締役社長
京葉瓦斯株式会社取締役会長
Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社社外取締役
株式会社オリエンタルランド社外取締役

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　同氏は、経歴のとおり経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、企業経営にも多くの立場で関与
しております。今後もこのような経験及び見識を活かして、社外取締役として、当社の業務執行に対する監
督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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12

芦
あし

　崎
ざき

　武
たけ

　志
し

（1958年２月９日生）
再任  社外
独立役員  男性

2010年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員
2012年６月 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
 取締役社長
2016年６月 カブドットコム証券株式会社取締役会長
2016年６月 株式会社鳥取銀行社外取締役
2020年７月 司法書士登録
2021年７月 あしざき司法書士事務所開設
 同事務所司法書士
 現在に至る
2022年６月 当社取締役
 現在に至る
重要な兼職の状況

司法書士

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　同氏は、経歴のとおり金融機関での勤務経験や経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、企業経営
にも多くの立場で関与しているほか、司法書士の業務にも携わっております。今後もこのような経験及び見識
を活かして、社外取締役として、当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社
外取締役候補者といたしました。

13

延
えん

　命
めい

　　　誠
まこと

（1969年１月１日生）
新任  男性

1991年４月 当社入社
2015年７月 当社鉄道本部運輸部長
2021年10月 当社執行役員　鉄道本部運輸部長

現在に至る
8,200株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、入社以来鉄道部門及び人事部門等に携わり、現在は執行役員　鉄道本部運輸部長を務めております。
今後もこれまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に貢献すると考えら
れることから、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（地位及び担当並びに重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

14

網
あみ

　谷
たに

　多
た か こ

加子
（1958年７月21日生）
新任  社外
独立役員  女性

1993年９月 公認会計士登録
1993年９月 網谷公認会計士事務所所長
  現在に至る
2005年３月 税理士登録
2008年６月 公益財団法人予防接種リサーチセンター監事　
 現在に至る
2019年６月 新京成電鉄株式会社社外取締役
 現在に至る
2021年６月 一般財団法人日本心理研修センター監事
 現在に至る
重要な兼職の状況

公認会計士・税理士
新京成電鉄株式会社社外取締役
公益財団法人予防接種リサーチセンター監事
一般財団法人日本心理研修センター監事

656株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　同氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として、豊富な経験及
び幅広い見識を有しております。今後、これまでの経験及び見識を活かして、社外取締役として、当社の業務
執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

15

田
た

　口
ぐち

　和
かず

　己
み

（1960年５月９日生）
新任  男性

1984年４月 新京成電鉄株式会社入社
2011年６月 同社鉄道事業本部鉄道企画部長
2012年６月 同社鉄道事業本部鉄道営業部長
2014年６月 同社取締役鉄道事業本部鉄道営業部長
2015年６月 同社取締役総務人事部長
2016年６月 同社常務取締役鉄道事業本部長
2021年６月 同社専務取締役鉄道事業本部長
 現在に至る
重要な兼職の状況

新京成電鉄株式会社専務取締役
京成フロンティア企画株式会社取締役社長

12,136株

【取締役候補者とした理由】
　同氏は、グループ会社の鉄道部門及び総務人事部門等に携わり、現在は、グループ会社の専務取締役として、
経営を担っております。今後、これまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値
向上に貢献すると考えられることから、取締役候補者といたしました。

（注） １.   栃木庄太郎氏は、株式会社みずほ銀行の社外取締役監査等委員であります。当社は、同行との間に資金借入等の取引がありますが、
同行は、当社の資金調達につき代替性がない程度に依存している金融機関にはあたりません。

 ２.   菊池　節氏は、株式会社南悠商社の取締役社長及び京葉瓦斯株式会社の取締役会長であり、当社は各社と同一の事業の部類に属する
取引（土地建物の売買及び賃貸業）を行っております。

 ３.   菊池　節氏は、当社の取引先である京葉瓦斯株式会社の取締役会長でありますが、当事業年度における取引額は当社及び同社双方の
売上高の１％未満と僅少です。

 ４.   菊池　節氏は、2022年6月より、当社の特定関係事業者（持分法適用会社）である株式会社オリエンタルランドの社外取締役であります。
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 ５.   網谷多加子氏は、2023年６月28日をもって新京成電鉄株式会社の社外取締役を退任予定であります。
 ６.   古川康信、栃木庄太郎、菊池　節、芦崎武志、網谷多加子の各氏は、社外取締役の候補者であります。
 ７.   古川康信氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。
 ８.   栃木庄太郎氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
 ９.   菊池　節氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
 10.   芦崎武志氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
 11.   当社は、古川康信、栃木庄太郎、菊池　節、芦崎武志の各氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に

定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、網谷多加子氏及び
田口和己氏の選任が承認可決された場合、当社は両氏との間においても同内容の契約を締結する予定であります。

 12.   当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険
者の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約に
よって塡補することとしております。各候補者は、選任が承認可決された場合に当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険
契約は、任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

 13.   当社は、古川康信、栃木庄太郎、菊池　節、芦崎武志の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。また、網谷多加子氏を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

（ご参考）スキルマトリックス
　各取締役候補者の主なスキルは以下のとおりです。

氏　名 交　通 不動産・
生活サービス 企業経営 財務・会計 人事・労務 法務・リスク

マネジメント
サステナ
ビリティ

小林　敏也 ● ● ● ● ● ● ●

天野　貴夫 ● ● ● 　 ● ● 　

田中　亜夫 ● ● ● 　 　 ● 　

金子　庄吉 ● 　 ● ● 　 ● ●

山田　耕司 ● ● ● 　 ● 　 　

持永　秀毅 ● 　 ● 　 ● ● 　

岡　　匡一 ● ● ● ●

清水　健司 ● ●

古川　康信 　 　 　 ● 　 　 　

栃木庄太郎 　 　 　 　 　 ● 　

菊池　　節 　 ● ● 　 　 　 　

芦崎　武志 　 　 ● ● ● ● 　

延命　　誠 ● ● ●

網谷多加子 ●

田口　和己 ● ● ● ● ●
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第３号議案 監査役１名選任の件
　監査役小林　健氏は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。
氏　　　　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴
（地位及び重要な兼職の状況）

所有する当社
の 株 式 の 数

小
こ

　林
ばやし

　　　健
たけし

（1955年４月11日生）
再任  社外
独立役員  男性

2010年６月 株式会社日本政策投資銀行常務執行役員
2011年６月 同行監査役
2014年６月 日本原燃株式会社取締役常務執行役員
2016年６月 同社常務執行役員
2018年６月 株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所顧問
2018年６月 株式会社タカギセイコー社外監査役
2018年６月 三菱製紙株式会社社外監査役
2019年６月 当社監査役
 現在に至る
重要な兼職の状況

株式会社京都ホテル社外監査役

0株

【社外監査役候補者とした理由】
　同氏は、経歴のとおり経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から取締役会
に対する有益なアドバイスをいただくとともに、当社の経営執行等の適法性について監査をしていただけるものと判断し、
引き続き社外監査役候補者といたしました。

（注） １.   小林　健氏は、社外監査役の候補者であります。
 ２.   小林　健氏の当社の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
 ３.   小林　健氏は、2014年６月24日をもって当社の特定関係事業者（主要な借入先）である株式会社日本政策投資銀行の監査役を退任

しております。
 ４.   当社は、小林　健氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
 ５.   当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険    

者の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約に 
よって塡補することとしております。小林　健氏は、選任が承認可決された場合に当該保険契約の被保険者となります。また、当該保
険契約は、任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

 ６.   当社は、小林　健氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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第４号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、2010年６月開催の第167期定時株主総会において、年額400百万円以
内としてご承認いただいており、また、監査役の報酬額は、2006年６月開催の第163期定時株主総
会において、月額７百万円以内としてご承認いただき、今日に至っておりますが、経営体制の一層の
強化を図るため、取締役を３名増員することに伴い、また、その後の経済情勢の変化や、経営環境の
変化に伴い取締役及び監査役の責務が増大したことなど諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報
酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)、監査役の報酬額につきましては、現
行の月額から年額に改め、年額100百万円以内と改定させていただきたいと存じます。なお、取締役
の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まないものといたします。
　取締役の報酬に関する議案につきましては、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数等を
総合的に勘案しつつ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断し
ております。また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告の31ページに
記載のとおりです。
　現在の取締役の員数は12名(うち社外取締役４名)、監査役は５名(うち社外監査役４名)であります
が、第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は15名（うち社外取締役
５名）、監査役は員数に変更はございません。

以　上
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１．企業集団の現況に関する事項
（１）	事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」）による厳し
い状況が緩和され、企業収益は一部に弱さがみられるものの、総じてみれば改善しており、個人消費
及び雇用情勢に持ち直しの動きがみられました。
　このような状況の中で、当社は、長期経営計画「Ｄプラン」（2022～2030年度）を策定し、「京成
グループの事業エリアのみなさまとの共創、及び、日本の玄関口、成田空港の機能強化への寄与を通
じ、サステナブルな社会の実現に貢献する」を2030年におけるグループビジョンといたしました。
その第１ステップである中期経営計画「Ｄ１プラン」（2022～2024年度）においては、「コロナ禍に
よる低迷から成長軌道へと回帰するとともに、長期ビジョン実現に向けた経営推進体制を整備する」
を中期経営目標として掲げ、当社グループは諸施策を推進してまいりました。
　また、９月１日付で新京成電鉄株式会社を完全子会社とし、グループ経営体制の強化に努めており
ます。
　以上の結果、営業収益は2,523億３千８百万円（前期比17.8％増）となり、営業利益は102
億２千８百万円（前期は営業損失52億１百万円）となりました。経常利益は、267億６千４百万円

（前期は経常損失31億９千１百万円）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は269億２千９百万
円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失44億３千８百万円）となりました。

214,157

△5,201 △3,191 △4,438

252,338

10,228

26,764 26,929

2021年度
（第179期）

2022年度
（第180期）

2021年度
（第179期）

2022年度
（第180期）

2021年度
（第179期）

2022年度
（第180期）

2021年度
（第179期）

2022年度
（第180期）

 営業収益（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）

　次に事業別にご報告いたします。

事 業 報 告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
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運 輸 業
　感染症対策として、鉄道・バス車両等の消毒、換気及び抗菌・抗ウイルス加工等を継続して実施し
てまいりました。
　鉄道事業では、当社及び北総鉄道株式会社において、沿線の活性化に繋がるよう成田空港線及び北
総線の運賃について、10月に値下げを実施いたしました。
　安全輸送確保の取り組みとして、スカイライナーをはじめとした有料特急の全列車への警備員の乗
車を開始いたしました。また、高架橋の耐震補強工事及び駅のバリアフリー化工事等を進めました。
　大規模工事については、葛飾区内の押上線連続立体化工事において、京成立石駅の仮駅舎新設工事
を推進したほか、「一級河川荒川水系荒川改修事業に伴う京成本線荒川橋梁及び綾瀬川橋梁架替工事」
において、工事に着手するなど、各種工事を推進いたしました。
　営業面では、11月にダイヤ改正を実施し、スカイライナーの一部列車を新たに新鎌ヶ谷駅に停車さ
せることで、松戸・柏エリアからの成田空港へのアクセスを更に充実させたほか、生活様式の変化に
伴うお客様のご利用状況を踏まえた運行体制の見直しを実施し、一部路線・時間帯においてワンマン
運転を開始いたしました。また、スカイライナー車両を使用した貸切臨時列車「團十郎号」を運行し
たほか、「スカイライナーご利用4,000万人達成記念式典」を開催いたしました。さらに、人気タレン
トが演じる「京成王子」をモチーフにしたテレビＣＭ及び特別装飾のスカイライナーをリニューアル
いたしました。
　バス事業では、感染症の影響による需要の減少等を踏まえ、高速バス路線において運休・減便を実
施しておりますが、需要に応じて復便を進めてまいりました。また、「バスターミナル東京八重洲」
の開業に伴い、東京駅発着の一部路線において同ターミナルへの乗り入れを開始いたしました。一般
乗合バス路線においては、需要の変化に応じたダイヤ改正等を実施したほか、千葉海浜交通株式会社
において、創立50周年を記念して、各種施策を実施いたしました。
　タクシー事業では、京成タクシー船橋株式会社、京成タクシー習志野株式会社、京成タクシー市川
株式会社、京成タクシーかずさ株式会社及び株式会社舞浜リゾートキャブにおいて、事前確定運賃
サービスを開始したほか、関鉄水戸タクシー株式会社、関鉄ハイヤー株式会社及び関鉄タクシー株式
会社において、スマートフォンアプリによるタクシー配車サービスを導入し、利便性及びサービス向
上に努めました。
　 以 上 の 結 果、 営 業 収 益 は1,478億 ５ 千 ９ 百 万 円（ 前 期 比25.7 ％ 増 ） と な り、 営 業 利 益 は
７億８千４百万円（前期は営業損失127億３千５百万円）となりました。

流 通 業
　ストア業では、株式会社京成ストアにおいて、店舗出荷型ネットスーパーを「リブレ京成千葉寺店」
にて開始いたしました。また、株式会社コミュニティー京成において、「リトルマーメイド堀切菖蒲
園駅店」等の２店舗を新たにオープンいたしました。さらに、「ファミリーマート舎人ライナー日暮
里駅店」を新たにオープンしたほか、既存店舗の運営を引き継ぐなど、収益の拡大に努めました。
　その他流通業では、ユアエルム八千代台店において、「リブレ京成八千代台ユアエルム店」のリ
ニューアルや、生活利便施設等の新規テナントを誘致するなど、改装を実施し、集客力の向上を図り
ました。また、京成バラ園芸株式会社において、昨年度にオープンしたいちご狩り施設をバージョン
アップし、集客に努めました。
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　以上の結果、営業収益は512億６千４百万円（前期比8.1％増）となりましたが、営業損失は
４億２千９百万円（前期は営業損失３億５百万円）となりました。

不 動 産 業
　不動産賃貸業では、市川市南八幡の賃貸施設を取得したほか、千葉市中央区において高齢者施設の
建設工事を推進しております。また、賃貸住宅予定地として足立区千住河原町の土地を取得いたしま
した。
　不動産販売業では、中高層住宅「パークホームズ千葉」を全戸完売し、引き渡しが概ね完了したほ
か、来年度に引き渡し予定の中高層住宅「サングランデ千葉  都賀テラス」を販売いたしました。ま
た、中高層住宅予定地として松戸市東松戸及び千葉市中央区の土地を取得いたしました。
　このほか、複合施設予定地として、当社を代表企業とする４社が鎌ケ谷市新鎌ヶ谷駅前県有地の事
業予定者に決定されたほか、千葉市中央区の産業用地整備支援事業に参画しております。
　以上の結果、営業収益は289億５千２百万円（前期比5.6％増）となり、営業利益は97億 
９千４百万円（前期比12.1％増）となりました。

レジャー・サービス業
　レジャー・サービス業では、京成ホテルミラマーレにおいて、京成の電車をテーマにしたコンセプ
トルームがご好評をいただいたことから、販売期間を延長いたしました。また、京成トラベルサービ
ス株式会社において、感染症の状況を考慮した上で、京成線内を特別行路で運行する各種のイベント
列車ツアー等、多様な旅行商品の企画・催行により、収益の確保に努めました。さらに、株式会社イ
ウォレ京成において、フランチャイズ契約に基づき、「サブウェイ 成田空港第１ターミナル南ウイン
グ店」等２店舗の営業を開始したほか、「100時間カレーEXPRESS ららぽーと柏の葉店」の営業を開
始いたしました。
　以上の結果、営業収益は125億８千万円（前期比56.0％増）となりましたが、営業損失は
８億２千４百万円（前期は営業損失19億６千６百万円）となりました。

建 設 業
　建設業では、鉄道施設改良工事や当社グループ外から受注している各種工事を実施いたしました。
　以上の結果、営業収益は279億４千４百万円（前期比5.6％増）となり、営業利益は10億 
８千１百万円（前期比36.9％増）となりました。
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（２）	対処すべき課題
　当社グループを取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症の影響が残り、引き続き厳しい状
況となっております。このような状況の中で、当社グループでは、長期経営計画「Ｄプラン」（2022
～2030年度）をスタートさせており、「京成グループの事業エリアのみなさまとの共創、及び、日本
の玄関口、成田空港の機能強化への寄与を通じ、サステナブルな社会の実現に貢献する」を2030年
におけるグループビジョンといたしました。グループビジョン実現に向けて設定した「グループ長期
経営課題」に基づき、各重点施策を実行してまいります。
　グループ長期経営課題として、基本的かつ永続的ニーズである安全・安心を根幹とした上で、ビ
ジョン実現に向けた方向性となる①日々の暮らし、②観光振興、③空港輸送、また、基盤整備として
④ガバナンス、⑤人材を掲げております。
　長期経営計画の第１ステップとなる中期経営計画「Ｄ１プラン」（2022～2024年度）では、「コロ
ナ禍による低迷から成長軌道へと回帰するとともに、長期ビジョン実現に向けた経営推進体制を整備
する」を中期経営目標として掲げております。各種施策を運輸業、流通業、不動産業、レジャー・
サービス業、建設業、その他の事業の各分野において着実に推進することで、長期経営計画に掲げる
長期グループビジョンの実現に向け体制を整え、再び成長軌道へと回帰することを目指してまいりま
す。
　日々の暮らしにおいては、「活力が持続するまちづくりの推進」と「エコロジカルなまちづくりの
推進」を重点施策とし、保有資産のリニューアル・再開発等を通じた沿線活性化、グループ全体での
ＣＯ２排出削減、エネルギー・資源等のロス削減等に取り組んでまいります。
　観光振興においては、「既存観光エリア（成田、柴又等）の魅力向上」と「新たな観光資源やルー
トの開発」を重点施策とし、ＭａａＳや企画乗車券等の拡充、外部パートナーや自治体等との協議・
人材交流等の推進による連携強化等を進めてまいります。
　空港輸送においては、「成田空港の更なる機能強化への対応」と「更なる利便性の追求」を重点施
策とし、組織を新設し、成田空港の輸送需要の増加に備え、ハード面の強化を推進すると共に、ダイ
ヤ改正等、利便性向上への取り組みの推進等を実施してまいります。
　ガバナンスにおいては、「環境・社会に関する情報開示の充実」、「健全な財務体質の維持」及び

「コーポレート・ガバナンスの強化」を重点施策とし、ＳＤＧｓに沿った社会的課題の解決に向けた
地域社会との連携強化、ローコスト・オペレーションを通じた財務規律の堅持と健全な財務体質の維
持、事業・エリアに応じたグループ会社の再編推進等を実施してまいります。
　人材においては、「ダイバーシティの推進」と「チャレンジする人材の育成」を重点施策とし、成
長の原動力となる人材の確保や人への投資を推進してまいります。
　また、安全・安心においては、「災害対策の強化」、「お客様の安全を守る取り組みの強化」及び「テ
クノロジーの活用」を重点施策とし、地震・風水害対策、安全に関する設備投資、ＩＣＴ機器の更な
る活用等を推進してまいります。
　当社グループは、グループ経営理念に基づき、「安全・安心」と、お客様に喜ばれる商品・サービ
スを提供し、沿線を中心とする地域の発展に寄与してまいります。また、コンプライアンス・リスク
管理体制を充実させ、内部統制システムの強化に努めるとともに、常に自然環境との調和に配慮する
など、企業の社会的責任の遂行に取り組んでまいります。さらに、お客様第一主義を徹底し、「ＢＭＫ

（ベストマナー向上）推進運動」を浸透させ、選ばれる京成グループを構築してまいります。
　株主の皆様には、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。



－ 21 －

（３）	設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施した主な設備投資は次のとおりであります。
①　竣工した工事等

運　　輸　　業
鉄　道　事　業
 【当　　　　　　社】 列車座席予約システム改修
 京成大久保駅駅舎改良工事
 列車無線設備更新工事
 踏切定常監視システム改修工事
 高架橋剥落対策工事（千葉中央・千葉寺駅間）
 海神駅跨線橋・上家耐震補強工事
 京成グループ共通収入管理システム改修
 菅野駅駅舎耐震補強工事
 千葉中央駅上家耐震補強工事
 車両改修工事（運転関係設備）
 【新 京 成 電 鉄 ㈱】 車両新造６両
 （うち代替６両）
 駅務機器改修
 鉄道敷地内借地取得（二和向台・初富駅間）
 北習志野駅連動装置新設工事
 【北 総 鉄 道 ㈱】 列車無線設備更新工事
 【千葉ニュータウン鉄道㈱】 列車無線設備更新工事

流　　通　　業
 【㈱ユアエルム京成】 八千代台店店舗改装工事
 【㈱ 京 成 ス ト ア】 リブレ京成八千代台ユアエルム店店舗改装工事

不　動　産　業
 【当　　　　　　社】 市川市南八幡賃貸施設取得（店舗・事務所・駐車場）
 葛飾区金町賃貸施設取得（店舗）
 千葉市中央区賃貸住宅新築工事
 【関 東 鉄 道 ㈱】 常総市水海道賃貸施設新築工事（高齢者施設）

レジャー・サービス業
 【筑 波 観 光 鉄 道 ㈱】 ロープウェイ原動・制御装置更新工事
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②　施行中の工事等
運　　輸　　業

鉄　道　事　業
 【当　　　　　　社】 高架橋耐震補強工事
 西登戸駅駅舎改良工事
 市川真間駅駅舎耐震補強工事
 押上線（四ツ木・青砥駅間）連続立体化工事
 上野駅電気設備改良工事
 宗吾変電所設備機器更新工事
 宗吾車両基地拡充
 法面防護工事（宗吾参道・公津の杜駅間）
 【新 京 成 電 鉄 ㈱】 ATS地上装置改良工事
 鎌ヶ谷大仏・くぬぎ山駅間連続立体化工事
 【北 総 鉄 道 ㈱】 ATS地上装置改良工事
 【千葉ニュータウン鉄道㈱】 ATS地上装置改良工事

不　動　産　業
 【当　　　　　　社】 足立区千住河原町賃貸住宅新築工事
 千葉市中央区賃貸施設新築工事（高齢者施設）
 成田市寺台賃貸施設新築工事（事務所）
 鎌ケ谷市新鎌ケ谷賃貸住宅新築工事
 曳舟高架下賃貸施設新築工事（事務所）
 船橋市本町賃貸施設取得（賃貸住宅・事務所）
 葛飾区金町賃貸施設取得（店舗・駐車場）
 【関 東 鉄 道 ㈱】 守谷市中央賃貸施設新築工事（賃貸住宅・事務所）
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（４）	資金調達の状況
　当社グループは、自己株式取得資金及び運転資金に充当するため、社債200億円を発行いたし
ました。また、環境負荷軽減に資する事業資金としてグリーンローン100億円を調達したほか、
金融機関から所要の借入を行いました。

（５）	財産及び損益の状況の推移
区　　分 2019年度

（第177期）
2020年度

（第178期）
2021年度

（第179期）
2022年度
（当期）

百万円
営 業 収 益 274,796 207,761 214,157 252,338

百万円
経常利益または経常損失（△） 41,705 △32,165 △3,191 26,764

百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益
または親会社株主に帰属する当期純損失（△）

30,110 △30,289 △4,438 26,929

円
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
または１株当たり当期純損失（△）

178.07 △179.65 △26.33 161.72

百万円
総 資 産 905,716 900,698 900,346 965,573

（注） １. １株当たり当期純利益及び１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数（自己株式控除後）に基づき算出しております。
 ２.   2021年度（第179期）より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、当該連結

会計年度以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

（６）	重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係
　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会　社　名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

百万円 ％
北 総 鉄 道 株 式 会 社 24,900 57.09 鉄道事業
新 京 成 電 鉄 株 式 会 社 5,935 100.00 鉄道事業、不動産賃貸業
京 成 建 設 株 式 会 社 450 100.00 建設業
関 東 鉄 道 株 式 会 社 100 61.36 バス事業、鉄道事業
京 成 バ ス 株 式 会 社 100 100.00 バス事業
帝 都 自 動 車 交 通 株 式 会 社 100 100.00 タクシー事業
株 式 会 社 京 成 ス ト ア 100 100.00 ストア業
株 式 会 社 水 戸 京 成 百 貨 店 50 95.00 百貨店業

（注） １.   出資比率については、議決権比率により記載しております。
 ２.   帝都自動車交通株式会社の主要な事業内容には、当社の連結子会社10社（帝都自動車交通株式会社（新橋・竹橋）、帝都自動車交通

株式会社（渋谷・銀座）、帝都自動車交通株式会社（神田・日本橋）、帝都自動車交通株式会社（墨田）、帝都自動車交通株式会社（日暮
里）、帝都自動車交通株式会社（大森）、帝都自動車交通株式会社（板橋）、帝都葛飾交通株式会社、帝都三信交通株式会社、帝都日新交
通株式会社）を含めて記載しております。

 ３. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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③　その他の重要な企業結合の状況
ア．重要な関連会社の状況

会　社　名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容
百万円 ％

株式会社オリエンタルランド 63,201 （22.24）
22.16 東京ディズニーリゾートの経営

（注） １. 出資比率については、議決権比率により記載しております。
 ２. （　　）内の数字は、当社の子会社の議決権数を含めた比率であります。

イ．その他の重要な事業再編等
　千葉県北西部における事業基盤の強化及び地域活性化、経営資源の相互活用による競争力
強化及び事業規模の拡大、スケールメリットを活かした効率的な協働体制の実現のため、当
社は、2022年９月１日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、新京成電鉄株式会
社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。これにより、同社は同日付で
当社の完全子会社となりました。

（７）	主要な事業内容（2023年３月31日現在）
①　運輸業

事業の内容 主 要 な 会 社 名

鉄 道 事 業 当社、北総鉄道㈱、新京成電鉄㈱、関東鉄道㈱、
千葉ニュータウン鉄道㈱

バ ス 事 業

京成バス㈱、関東鉄道㈱、東京ベイシティ交通㈱、千葉交通㈱、
京成トランジットバス㈱、船橋新京成バス㈱、千葉中央バス㈱、
松戸新京成バス㈱、京成タウンバス㈱、千葉内陸バス㈱、
成田空港交通㈱、京成バスシステム㈱、千葉海浜交通㈱

タ ク シ ー 事 業 帝都自動車交通㈱、京成タクシーホールディングス㈱、
㈱舞浜リゾートキャブ

（注） １.   帝都自動車交通株式会社には、当社の連結子会社10社（帝都自動車交通株式会社（新橋・竹橋）、帝都自動車交通株式会社（渋谷・
銀座）、帝都自動車交通株式会社（神田・日本橋）、帝都自動車交通株式会社（墨田）、帝都自動車交通株式会社（日暮里）、帝都自動車
交通株式会社（大森）、帝都自動車交通株式会社（板橋）、帝都葛飾交通株式会社、帝都三信交通株式会社、帝都日新交通株式会社）を
含んでおります。

 ２.   京成タクシーホールディングス株式会社には、当社の連結子会社12社(京成タクシー船橋株式会社、京成タクシー習志野株式会社、京
成タクシー市川株式会社、京成タクシー千葉株式会社、京成タクシーかずさ株式会社、京成タクシー松戸東株式会社、京成タクシー東
葛株式会社、京成タクシー松戸西株式会社、京成タクシー成田株式会社、京成タクシー佐倉株式会社、京成タクシー北相株式会社、京
成タクシーあたご株式会社)を含んでおります。
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②　流通業
事業の内容 主 要 な 会 社 名

ス ト ア 業 ㈱京成ストア、㈱コミュニティー京成、新京成リテーリングネット㈱
百 貨 店 業 ㈱水戸京成百貨店
そ の 他 流 通 業 ㈱ユアエルム京成、京成バラ園芸㈱

③　不動産業
事業の内容 主 要 な 会 社 名

不 動 産 賃 貸 業 当社、京成不動産㈱、新京成電鉄㈱
不 動 産 販 売 業 当社
不 動 産 管 理 業 京成ビルサービス㈱

④　レジャー・サービス業
事業の内容 主 要 な 会 社 名

レ ジ ャ ー・ サ ー ビ ス 業
㈱京成エージェンシー、㈱イウォレ京成、関東情報サービス㈱
㈱千葉京成ホテル、ケイ・アンド・アール・ホテルデベロップメント㈱、
京成トラベルサービス㈱、京成ホテル㈱

⑤　建設業
事業の内容 主 要 な 会 社 名

建 設 業 京成建設㈱、京成電設工業㈱

⑥　その他の事業
事業の内容 主 要 な 会 社 名

そ の 他 の 事 業 京成車両工業㈱、京成オートサービス㈱、京成自動車整備㈱、
㈱京成ドライビングスクール、京成自動車工業㈱
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（８）	主要な事業所等（2023年３月31日現在）

当 社

本 社 千葉県市川市
鉄道営業キロ 152.3㎞
駅 数 69駅（東京都19駅、千葉県50駅）
車 両 数 客車606両

賃 貸 物 件 京成押上ビル（東京都墨田区）、京成上野ビル（東京都台東区）、
ファインフルーク公津の杜（千葉県成田市）等

北 総 鉄 道 株 式 会 社
本 社 千葉県鎌ケ谷市
鉄道営業キロ 32.3㎞
駅 数 15駅（東京都２駅、千葉県13駅）
車 両 数 客車104両

新 京 成 電 鉄 株 式 会 社

本 社 千葉県鎌ケ谷市
鉄道営業キロ 26.5km
駅 数 24駅（千葉県）
車 両 数 客車156両

賃 貸 物 件 津田沼12番街ビル（千葉県習志野市）、八千代物流センター
（千葉県八千代市）、津田沼14番街ビル（千葉県習志野市）等

京 成 建 設 株 式 会 社 本 社 千葉県船橋市
営 業 所 ３箇所（東京都１箇所、千葉県１箇所、茨城県１箇所）

関 東 鉄 道 株 式 会 社

本 社 茨城県土浦市
バ

ス

営 業 キ ロ 3,196.5㎞
営 業 所 ９箇所（茨城県）
車 両 数 448両 

鉄

道

鉄道営業キロ 55.6㎞
駅 数 28駅（茨城県）
車 両 数 客車55両、貨物用機関車1両

京 成 バ ス 株 式 会 社
本 社 千葉県市川市
営 業 キ ロ 3,335.5㎞
営 業 所 ８箇所（東京都３箇所、千葉県５箇所）
車 両 数 848両 

帝 都 自 動 車 交 通 株 式 会 社
本 社 東京都中央区
営 業 所 13箇所（東京都）　
車 両 数 1,107両

株 式 会 社 京 成 ス ト ア 本 社 千葉県市川市
店 舗 数 20店舗（東京都７店舗、千葉県13店舗）

株 式 会 社 水 戸 京 成 百 貨 店 本 社 茨城県水戸市
店 舗 １店舗（茨城県）

（注） １.   当社の駅数と北総鉄道株式会社の駅数は、５駅（京成高砂駅、東松戸駅、新鎌ヶ谷駅、千葉ニュータウン中央駅、印旛日本医大駅）
が重複しております。

 ２.   帝都自動車交通株式会社には、当社の連結子会社10社（帝都自動車交通株式会社（新橋・竹橋）、帝都自動車交通株式会社（渋谷・
銀座）、帝都自動車交通株式会社（神田・日本橋）、帝都自動車交通株式会社（墨田）、帝都自動車交通株式会社（日暮里）、帝都自動車
交通株式会社（大森）、帝都自動車交通株式会社（板橋）、帝都葛飾交通株式会社、帝都三信交通株式会社、帝都日新交通株式会社）を
含んでおります。
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（９）	使用人の状況（2023年３月31日現在）
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

12,013名（4,204名） 1,158名増（169名増）
（注） 　使用人数は就業人員であり、（　　）内には、臨時使用人数の年間平均人員を外数で記載しております。 

（10）	主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）
借　入　先 借　入　額

百万円
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 46,139
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,327
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 10,776
株 式 会 社 常 陽 銀 行 8,673

（注） 　上記にはシンジケートローンによる借入金（総額75,000百万円）は含まれておりません。 
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２．会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）
（１）	発行可能株式総数	 500,000,000株

（２）	発行済株式の総数	 172,411,185株

（３）	株主数	 19,190名
（前期末比　　1,467名増）

（４）	大株主（上位10名）
株　主　名 持 株 数 持株比率

千株 ％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 26,974 15.97

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（ 信 託 口 ） 14,836 8.78

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 6,233 3.69

株 式 会 社 オ リ エ ン タ ル ラ ン ド 5,850 3.46

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 4,865 2.88

Ｇ Ｏ Ｖ Ｅ Ｒ Ｎ Ｍ Ｅ Ｎ Ｔ  Ｏ Ｆ  Ｎ Ｏ Ｒ Ｗ Ａ Ｙ 4,419 2.62

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,089 1.83

ＰＡＬＬＩＳＥＲ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ ＬＴＤ 2,576 1.53

Ｂ Ｉ Ｎ Ｃ Ｈ Ｏ Ｔ Ａ Ｎ Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ Ｉ Ｎ Ｇ Ｌ Ｔ Ｄ 2,429 1.44

STATE STREET BANK WEST CLIENT　 －
TREATY　505234 2,334 1.38

（注） １. 当社は、自己株式を3,483,079株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 ２  . 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。
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３．会社役員に関する事項
（１）	取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）
会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 小　林　敏　也

代表取締役
専務執行役員 天　野　貴　夫 内部監査・総務・人事担当

開発本部長
取 締 役
常務執行役員 田　中　亜　夫 鉄道本部長

千葉ニュータウン鉄道株式会社取締役社長

取 締 役
常務執行役員 金　子　庄　吉

経理担当
京成タクシーホールディングス株式会社取締役社長
一般社団法人千葉県タクシー協会会長
一般社団法人千葉県経済協議会会長

取 締 役
執 行 役 員 山　田　耕　司 グループ戦略担当

取 締 役
執 行 役 員 持　永　秀　毅 鉄道副本部長兼鉄道本部安全推進部長

日暮里駅整備株式会社専務取締役
取 締 役
執 行 役 員 岡　　　匡　一 経営統括担当

取 締 役
執 行 役 員 清　水　健　司 開発副本部長

取 締 役 古　川　康　信 株式会社リコー社外監査役　

取 締 役 栃　木　庄太郎 弁護士
株式会社みずほ銀行社外取締役監査等委員

取 締 役 菊　池　　　節

パウダーテック株式会社取締役会長
株式会社南悠商社取締役社長
京葉瓦斯株式会社取締役会長
Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社社外取締役
株式会社オリエンタルランド社外取締役

取 締 役 芦　崎　武　志 司法書士
常勤監査役 佐　藤　賢　治
常勤監査役 広　瀬　匡　志
監 査 役 小　林　　　健 株式会社京都ホテル社外監査役
監 査 役 吉　田　謙　次 株式会社オリエンタルランド取締役社長兼ＣＯＯ

監 査 役 手　島　恒　明 株式会社ニッセイ基礎研究所取締役社長
ニッタ株式会社社外監査役
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（注） 1.   2022年６月29日をもって、取締役　常務執行役員河角　誠、同　登嶋　進、取締役伊藤幸宏は任期満了により退任いたしました。
 2. 同日をもって、岡　匡一、清水健司は取締役　執行役員に就任いたしました。
 3. 同日をもって、芦崎武志は取締役に就任いたしました。
 4. 代表取締役社長　社長執行役員小林敏也は、関東鉄道協会の会長でありましたが、2022年5月22日付で退任いたしました。
 5. 取締役古川康信、同　栃木庄太郎、同　菊池　節、同　芦崎武志は、社外取締役であります。
 6. 取締役古川康信は、株式会社リコーの社外監査役であります。当社は株式会社リコーとの間には特別な関係はありません。
 7. 取締役栃木庄太郎は、栃木法律事務所所属の弁護士であります。当社は栃木法律事務所との間には特別な関係はありません。
 8.   取締役栃木庄太郎は、株式会社みずほ銀行の社外取締役監査等委員であります。当社は株式会社みずほ銀行との間に資金借入等の取

引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
 9.   取締役菊池　節は、パウダーテック株式会社の取締役会長であります。当社はパウダーテック株式会社との間には特別な関係はあり

ません。
 10.   取締役菊池　節は、株式会社南悠商社の取締役社長であります。当社は株式会社南悠商社との間には特別な関係はありません。
 11.   取締役菊池　節は、京葉瓦斯株式会社の取締役会長であります。当社は京葉瓦斯株式会社との間にガス使用料支払い等の取引関係が

ありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。
 12.   取締役菊池　節は、Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社の社外取締役であります。当社はＫ＆Ｏエナジーグループ株式会社との間には

特別な関係はありません。
 13.   取締役菊池　節は、当社の持分法適用会社である株式会社オリエンタルランドの社外取締役であります。当社は株式会社オリエンタ

ルランドと同一の事業の部類に属する取引（土地建物の売買及び賃貸業）を行っておりますが、同社の主要な事業はテーマパークの経
営・運営であるため、当社と同社との間に競業関係はありません。また、当社は同社との間にテーマパークチケットの購入等の取引関
係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

 14.   取締役芦崎武志は、あしざき司法書士事務所の司法書士であります。当社はあしざき司法書士事務所との間には特別な関係はありま
せん。

 15.   常勤監査役広瀬匡志、監査役小林　健、同　吉田謙次、同　手島恒明は、社外監査役であります。
 16.   監査役小林　健は、日本原燃株式会社において、経理部門担当役員の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
 17.   監査役小林　健は、株式会社京都ホテルの社外監査役であります。当社は株式会社京都ホテルとの間には特別な関係はありません。
 18.   監査役小林　健は、三菱製紙株式会社の社外監査役でありましたが、2022年6月28日付で退任いたしました。当社は三菱製紙株式会

社との間には特別な関係はありませんでした。
 19.   監査役小林　健は、株式会社タカギセイコーの社外監査役でありましたが、2022年6月24日付で退任いたしました。当社は株式会社

タカギセイコーとの間には特別な関係はありませんでした。
 20.   監査役吉田謙次は、株式会社オリエンタルランドにおいて、経理部門担当役員の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
 21.   監査役吉田謙次は、当社の持分法適用会社である株式会社オリエンタルランドの取締役社長兼ＣＯＯであります。当社は株式会社オ

リエンタルランドと同一の事業の部類に属する取引（土地建物の売買及び賃貸業）を行っておりますが、同社の主要な事業はテーマ
パークの経営・運営であるため、当社と同社との間に競業関係はありません。また、当社は同社との間にテーマパークチケットの購入
等の取引関係がありますが、いずれも一般の取引条件と同様のものであります。

 22.   監査役手島恒明は、株式会社ニッセイ基礎研究所の取締役社長であります。当社は株式会社ニッセイ基礎研究所との間には特別な関
係はありません。

 23.   監査役手島恒明は、ニッタ株式会社の社外監査役であります。当社はニッタ株式会社との間には特別な関係はありません。
 24.   当社は、取締役古川康信、同　栃木庄太郎、同　菊池　節、同　芦崎武志、常勤監査役広瀬匡志、監査役小林　健、同　吉田謙次、

同　手島恒明を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 25.   2023年３月31日現在の取締役兼務者以外の執行役員の状況は、次のとおりであります。

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 業 務 ・ 委 嘱
執 行 役 員 延 命 　 　 誠 鉄道本部運輸部長
執 行 役 員 谷 田 部 　 亮 グループ戦略部長
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（２）	責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結しております。

（３）	役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一
定の免責事由があります。
　なお、当該保険契約の被保険者は、2021年度より取締役、監査役及び執行役員であります。ま
た、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。

（４）	当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、原案の妥当性を指名・報酬委員会
に諮問し、その答申に基づき、2021年２月26日開催の取締役会において決議しております。
　当社は、交通事業という極めて公共性の高い事業を主力としており、健全な事業経営と、それ
に伴う安定的・継続的な利益還元が、株主をはじめお客様・従業員・地域社会等の期待に応える
ことであると認識しております。
　このため、当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、
中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより
中長期視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、
支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。
　また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案の妥当性
を検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断し
ております。

②　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の報酬の額は、2010年６月29日開催の第167期定時株主総会において年額400百万円以
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内と決議しております。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）当該株主総会終結時点
の取締役の員数は15名です。監査役の報酬の額は、2006年６月29日開催の第163期定時株主総会
において月額７百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は５名です。

③　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長小林敏也に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を
委任しております。
　代表取締役社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰する立場にあり、取締役の
個人別の報酬の内容を決定するには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
　当該権限が適切に行使されるよう、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員と
する指名・報酬委員会で代表取締役社長が提示した原案の妥当性を検討の上、取締役会に答申し、
取締役会で代表取締役社長へ一任する決議をいたします。代表取締役社長は、当該答申に基づい
て個人別の報酬を決定しなければならないこととしております。

④　取締役及び監査役の報酬等の総額等

区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

317
（34）

317
（34） ― ― 15

（５）
監 査 役

（うち社外監査役）
77

（51）
77

（51） ― ― 5
（４）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

394
（85）

394
（85） ― ― 20

（９）
（注）上記には、2022年６月29日開催の第179期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名（うち社外役員１名）を含んでおります。
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（５）	社外役員に関する事項
①　当事業年度における主な活動状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 古　川　康　信

当事業年度に開催された取締役会９回すべてに出席いたしました。取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。公認会計
士としての豊富な経験及び幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っておりま
す。  また、指名・報酬委員会委員を務めました。

取締役 栃　木　庄太郎

当事業年度に開催された取締役会９回すべてに出席いたしました。取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。法曹界に
おける豊富な経験及び幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。ま
た、指名・報酬委員会委員を務めました。

取締役 菊　池　　　節

当事業年度に開催された取締役会９回のうち８回に出席いたしました。取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。経営
者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。
また、指名・報酬委員会委員を務めました。

取締役 芦　崎　武　志

当事業年度中、2022年６月29日就任以降に開催された取締役会７回すべてに出
席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
適宜行っております。金融機関での勤務経験や経営者としての豊富な経験及び幅
広い見識を活かし、監督、助言等を行っております。

監査役 広　瀬　匡　志

当事業年度に開催された取締役会９回すべてに出席いたしました。取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監
査役会には10回すべてに出席し、常勤監査役としての議案説明及び監査実施状
況の報告等のほか、監査に関する重要事項の質疑や監査結果についての意見交換
等を行っております。

監査役 小　林　　　健

当事業年度に開催された取締役会９回すべてに出席いたしました。取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監
査役会には10回すべてに出席し、監査に関する重要事項の質疑や監査結果につ
いての意見交換等を行っております。

監査役 吉　田　謙　次

当事業年度に開催された取締役会９回のうち８回に出席いたしました。取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、
監査役会には10回のうち９回に出席し、監査に関する重要事項の質疑や監査結
果についての意見交換等を行っております。

監査役 手　島　恒　明

当事業年度に開催された取締役会９回すべてに出席いたしました。取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監
査役会には10回すべてに出席し、監査に関する重要事項の質疑や監査結果につ
いての意見交換等を行っております。
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４．会計監査人に関する事項
（１）	会計監査人の名称　　　有限責任監査法人　トーマツ

（２）	会計監査人の報酬等の額
支　払　額

①　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 81百万円
②　当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 126百万円

（注） １.   当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できないため、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

 ２.   当社監査役会は、会計監査人から提示を受けた当事業年度の監査計画の内容及び必要な監査品質を維持するための監査体制・監査時
間は妥当であり、それらを検証した結果、監査計画の内容及びこれらをもとに算定された報酬額も妥当であると判断し、会計監査人の
報酬等の額について同意いたしました。

 ３.   会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に、2021年度(第179期)に係る追加報酬の額が４百万円あります。
 ４.   当社の子会社である新京成電鉄株式会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

（３）	非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）で
ある社債発行に関するコンフォートレターの作成業務を委託しております。

（４）	会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社監査役会は、会計監査人について、会社法第340条第１項各号に該当するなどの事実を確認
したときは、速やかにその内容を調査し、監査継続が困難である、あるいは監査を行わせることが
適当でないと判断した場合は、法令に定める手続きに従い、解任または不再任の手続きを行います。

５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
上記につきましては、１ページ記載のウェブサイトをご確認ください。

６．会社の支配に関する基本方針
上記につきましては、１ページ記載のウェブサイトをご確認ください。

　
（注） 本事業報告は、次により記載しております。
 １. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
  なお、１株当たり当期純利益及び１株当たり当期純損失は四捨五入により表示しております。
 ２. 千株単位の株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 計 算 書 類

連結貸借対照表（2023年３月31日現在）
科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

（資産の部）
流動資産

現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
分譲土地建物
商品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
固定資産

有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
リース資産
建設仮勘定
その他

無形固定資産
リース資産
その他

投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

繰延資産

百万円

90,160
34,607
28,445
6,224
2,246

168
4,085

14,420
△ 36

874,925
635,573
321,354
30,780

207,127
29,506
42,636
4,168

13,095
1,161

11,934
226,256
202,892

160
18,987
4,398

△ 183
486

（負債の部） 百万円
流動負債 182,638

支払手形及び買掛金 20,723
短期借入金 55,986
１年内償還予定の社債 20,000
リース債務 4,985
未払法人税等 2,504
賞与引当金 3,954
その他 74,483

固定負債 371,989
社債 110,450
長期借入金 148,431
鉄道・運輸機構長期未払金 36,710
リース債務 19,964
繰延税金負債 2,128
退職給付に係る負債 39,784
その他 14,519

負債合計　 554,627
（純資産の部）
株主資本 393,350
資本金 36,803
資本剰余金 34,396
利益剰余金 335,790
自己株式 △	13,641

その他の包括利益累計額 1,562
その他有価証券評価差額金 2,537
退職給付に係る調整累計額 △	975

非支配株主持分 16,033

純資産合計　 410,945
資産合計 965,573 負債純資産合計 965,573

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
科　　　　目 金　　　　額

百万円 百万円
営業収益 252,338
営業費

運輸業等営業費及び売上原価 198,178
販売費及び一般管理費 43,930 242,109 
営業利益 10,228	
営業外収益

持分法による投資利益 17,401
受取利息及び配当金 468
その他の収益 3,074 20,944

営業外費用  
支払利息 2,420
助成金返還損 1,227  
その他の費用 760 4,408 

経常利益 26,764	
特別利益  

負ののれん発生益 9,214 
工事負担金等受入額 1,207  
その他の特別利益 543 10,965

特別損失   
減損損失 1,834
段階取得に係る差損 1,470 
固定資産圧縮損 1,025 
固定資産除却損 520 
その他の特別損失 20 4,871 
税金等調整前当期純利益 32,858	

法人税、住民税及び事業税 3,140 
法人税等調整額 1,752 
法人税等計 4,892	
当期純利益 27,966	
非支配株主に帰属する当期純利益 1,036	
親会社株主に帰属する当期純利益 26,929	

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」につきましては、１ページ記載のウェブサイトをご確認
ください。
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貸借対照表（2023年３月31日現在）
科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

（資産の部） 百万円 （負債の部） 百万円
流動資産 25,306 流動負債 151,579

現金及び預金 3,539 短期借入金 40,300
未収運賃 4,852 １年内償還社債 20,000
未収金 1,365 リース債務 2,384
未収還付法人税等 90 未払金 18,035
リース投資資産 1,988 未払費用 942
短期貸付金 2,459 未払消費税等 2,121
分譲土地建物 5,574 未払法人税等 598
貯蔵品 2,500 預り連絡運賃 563
前払費用 1,319 預り金 35,202
その他の流動資産 2,698 前受運賃 2,341
貸倒引当金 △ 1,084 前受金 28,016

固定資産 579,850 賞与引当金 1,055
鉄道事業固定資産 237,726 その他の流動負債 16
開発事業固定資産 168,654 固定負債 277,632
各事業関連固定資産 3,719 社債 110,000
建設仮勘定 38,892 長期借入金 123,186
投資その他の資産 130,857 リース債務 13,062

関係会社株式 88,587 退職給付引当金 20,176
投資有価証券 10,841 関係会社事業損失引当金 3,016
長期貸付金 23,081 資産除去債務 1,376
繰延税金資産 10,796 その他の固定負債 6,813
その他の投資等 1,091 負債合計 429,211
貸倒引当金 △ 3,540 （純資産の部）

繰延資産 476 株主資本 175,589
社債発行費 476 資本金 36,803

	 資本剰余金 30,583
 資本準備金 27,845

その他資本剰余金 2,737
利益剰余金 120,053

利益準備金 3,038
その他利益剰余金 117,014

別途積立金 8,095
繰越利益剰余金 108,919

自己株式 △	11,850
評価・換算差額等 831
その他有価証券評価差額金 831

純資産合計 176,421
資産合計 605,633	 負債純資産合計 605,633

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計 算 書 類
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損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
科　　　　目 金　　　　額

百万円 百万円
鉄道事業

営業収益 54,003
営業費 57,033
営業損失 3,030 
開発事業

営業収益 18,770
営業費 10,664
営業利益 8,105 
全事業営業利益 5,075	
営業外収益

受取利息及び配当金 4,229
その他の収益 1,034 5,263 

営業外費用
関係会社事業損失引当金繰入額 1,828
貸倒引当金繰入額 1,811
支払利息 1,739
その他の費用 666 6,046 

経常利益 4,293	
特別利益

工事負担金等受入額 801
投資有価証券売却益 203
その他の特別利益 132 1,137 

特別損失
固定資産圧縮損 639
固定資産除却損 359
関係会社株式評価損 345
投資有価証券評価損 9 1,353 

税引前当期純利益 4,076 
法人税、住民税及び事業税 839
法人税等調整額 661

法人税等計 1,501
当期純利益 2,575

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、１ページ記載のウェブサイトをご確認ください。
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年5月12日

京 成 電 鉄 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人　トーマツ
　 東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 武　井　雄　次
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古　賀　祐一郎

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、京成電鉄株式会社の2022年４月１日から2023年３月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、京成電鉄株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監 査 報 告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

　・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

　・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・ 　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために
セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年5月12日

京 成 電 鉄 株 式 会 社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人　トーマツ
　 東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 武　井　雄　次
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古　賀　祐一郎

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、京成電鉄株式会社の2022年４月１日から2023年 
３月31日までの第180期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
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るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

　・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

　・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために
セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第180期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　（１）  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

　（２）  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施しました。

　　① 　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　② 　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る
内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　③ 　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組み（株式会
社の支配に関する基本方針）については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につ
いて検討を加えました。

　　④  　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また､ 会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　  　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　（１）   事業報告等の監査結果
　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③  　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘
すべき事項は認められません。

　　④  　事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ
ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったも
のであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とす
るものではないと認めます。

　（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（３） 連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月16日

京成電鉄株式会社　監査役会

常勤監査役 佐　藤　賢　治 ㊞

常勤監査役 広　瀬　匡　志 ㊞

監　査　役 小　林　　　健 ㊞

監　査　役 吉　田　謙　次 ㊞

監　査　役 手　島　恒　明 ㊞

（注）監査役広瀬匡志、同小林健、同吉田謙次及び同手島恒明は､ 会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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定時株主総会
招 集 ご 通 知
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第180期

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

日　時

場　所
千葉県千葉市中央区本千葉町15番１号
京成ホテルミラマーレ６階「ローズルーム」

第180期定時株主総会招集ご通知
議決権行使のご案内

［株主総会参考書類］
第１号議案 第180期剰余金処分の件  
第２号議案 取締役15名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件  
第４号議案 取締役及び監査役の

報酬額改定の件

事業報告  
連結計算書類  
計算書類  
監査報告   

1
3

5
6

15

16

17
35
37
39

………………………………… 
…………………………… 

………………………………… 
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……
……………………

…
………

……… 

…………… 書面及びインターネット
による議決権行使期限

2023年６月28日（水曜日）
午後６時まで

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

千葉県千葉市中央区本千葉町15番１号
京成ホテルミラマーレ　６階「ローズルーム」

京成線 千葉中央駅直結

会 場

交 通

●駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
●株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

千葉中央駅

JR千葉駅

京成千葉駅

至京成津田沼

至東京

至四街道

至ちはら台

ヨドバシカメラ

葭川公園駅

京成線
ミーオ

栄町駅

至蘇我

そごう

JR線

東口

東口

モノレール

京成ホテルミラマーレ




